
 

 

しまね環境アドバイザー派遣要領 

 

１．趣旨 

この要領は「しまね環境アドバイザー制度運営要綱」第３条及び第５条の規定に基づき、しまね環 

境アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）の派遣に関し、必要な事項を定める。 

 

２．派遣対象となる講演会等 

 アドバイザーの派遣の対象となる講演会等とは、地域の環境保全等に自発的に取り組む団体が主 

催する講演会等で、概ね20人以上の参加が見込めるものとする。 

ただし、公共機関（学校教育団体を除く）が行うものや、政治目的、宗教目的、営利目的、その他 

  本制度の目的にそぐわないものは派遣対象としない。 

 

３．講演会等の内容 

 講演会等の主な分野は、地球環境（地球温暖化、大気汚染、化学物質、気象）、地域環境（自然環 

境、水環境、生物多様性）、生活環境（循環型社会、ごみ、リサイクル、省資源）、エネルギー（再生 

可能エネルギー、省エネルギー）とする。 

 

４．派遣手続き 

⑴ アドバイザーの派遣を希望する者（以下「派遣申請者」という。）は、原則として講演会等の実施 

日の30日前までに、しまね環境アドバイザー派遣申請書（様式第１号）（以下「派遣申請書」という。） 

により、県に申請する。 

⑵ 県は、派遣申請書を審査し、派遣申請者にその採否を通知する。採択する場合には、派遣するアド 

バイザーにしまね環境アドバイザー派遣依頼書（様式第２号）又は電話等により依頼を行い、同意を 

得た後、しまね環境アドバイザー派遣決定通知書（様式第３号）により派遣申請者に通知する。 

⑶ アドバイザーは、派遣が決定した派遣申請者と、具体的な助言内容等について直接調整を行う。 

 

５．実施報告 

派遣申請者は、しまね環境アドバイザー派遣事業実施報告書（様式第４号）により、講演会等を実

施した日から14日以内に県に報告する。 

 

６．派遣回数 

 アドバイザーの派遣は、原則、同一主催者に対して同一年度中１回とする。 

 

７．派遣の経費 

 県は５の実施報告があり次第、アドバイザー派遣に要する経費として、当人に対し旅費（参考人等

に対する費用弁償等支給条例による）及び謝金（10,300円／回）を支払う。 

 

８．アドバイザーの守秘義務 



 

 

アドバイザーは、派遣申請者への指導助言を行うこと等により知り得た派遣申請者の秘密に関し 

て次の行為をしてはならない。 

⑴ 当該派遣申請者の承諾を得ずに第三者に漏らすこと。 

⑵ 当該秘密を自己の利益又は営利目的のために利用すること。 

 

９．金品の授受の禁止 

   助言等を受ける派遣申請者とアドバイザーとの間において、金品（派遣を受ける講演会等におけ

る当該活動に要する経費を除く）の授受を行ってはならない。 

 

10．成果の帰属等 

   アドバイザーの派遣によって得られた全ての成果は、原則として助言等を受けた派遣申請者に帰

属するものとする。また、派遣申請者における事故及び損失等に対し、アドバイザーは責任を負わな

いものとする。 

 

11．県の免責 

   アドバイザーの派遣期間中及び派遣後に発生した事故及び損失等に対し、県は一切の責任を負わ

ないものとする。 

 

12．アドバイザーの登録の取消し 

県は、アドバイザーが活動上知り得た秘密を漏らした場合、その他本事業の目的若しくは内容を逸

脱した行為を行ったと認められる場合、又はアドバイザーとしての役割を十分に果たすことができ

ないと認められる場合は、アドバイザーの登録を取り消すことができる。 

 

13．その他 

   この要領に定めるもののほか、本制度の実施に必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要領は、平成30年４月１日から施行する。 

この要領は、令和元年７月８日から施行し、令和元年度の派遣から適用する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 


